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答  申  書 

 

令和６年１月23日付け諮問第3177号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。  

 

記 

 

１ 提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添１のとおりである。 

 

２ 本件、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令（令和４年総務省令第

６号）の一部改正については、次のとおり諮問された省令案に法令上の修正を

加えた上で、改正することが適当と認められる。 

 

・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令（令和４年総務省令第６号）の

一部改正案について、別添２のとおりとすること。 

 

以上 

 

別紙２ 



 

1 
 

「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令（令和４年総務省令第６号） 

の一部改正案等」に対する意見及びそれに対する考え方 

■ 意見募集期間 ： 令和６年１月 24 日（水）から令和６年２月 27 日（火）まで 

■ 意見提出件数 ： 21 件 （法人・団体：１件、個人：20 件） 

■ 意見提出者  ：  

受付順 意見提出者 

１ 公益社団法人全国消費生活相談員協会 

－ 個人（20 件） 

 

 

（意見受付順・敬称略） 

別添１ 





 

1頁 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 
年 

 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
総
務
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

別

添

２ 
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改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

 
 

 
附 

則 
 

 
 

附 

則 

 

（
利
用
者
保
護
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

 

（
利
用
者
保
護
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
電
気
通

信
役
務
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
契
約

期
間
の
定
め
が
な
い
契
約
を
除
く
。
）
及
び
当
該
契
約
の
一
部
の
変
更
（
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
契
約

の
提
供
条
件
に
お
い
て
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で

利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
行
う
も
の
又
は
利
用
者
の
住
所
の
変
更
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
軽
微
な
変
更
で
あ

つ
て
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
又
は
更
新
（
当
該
変
更
を

内
容
と
す
る
契
約
の
更
新
を
含
み
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
内
容
と
す

る
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の

二
の
十
三
の
二
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
電
気
通

信
役
務
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る
契
約
及
び
当

該
契
約
の
一
部
の
変
更
（
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
契
約
の
提
供
条
件
に
お
い
て
利
用
者
か
ら
の
申
出
に

よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
行
う
も
の
又
は
利

用
者
の
住
所
の
変
更
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
軽
微
な
変
更
で
あ
つ
て
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生

ず
る
こ
と
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
又
は
更
新
（
当
該
変
更
を
内
容
と
す
る
契
約
の
更
新
を
含
む
。
）
を
内
容

と
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
二

条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
年
六
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

［
新
設
］ 

４ 

第
二
項
の
規
定
は
、
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第

二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二

条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
の
締

結
」
と
あ
る
の
は
「
の
締
結
の
媒
介
等
」
と
、
「
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

3頁 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


